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（提案理由） 

 この案は、台東区における公民連携によるまちづくりの基本と

なる事項を定めるため提出します。 



東京都台東区まちづくりに係る総合的な条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 多様な主体による公民連携まちづくり（第７条―第２

７条） 

第３章 公民連携まちづくり活動の推進（第２８条） 

第４章 適切な土地利用の実現（第２９条―第３３条） 

第５章 東京都台東区まちづくり審議会（第３４条） 

第６章 雑則（第３５条・第３６条） 

付則 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 この条例は、台東区（以下「区」という。）、区民等及び

事業者のまちづくりに関する責務を明らかにするとともに、誰

もがまちづくりに参画できる環境の形成及び地域特性に応じた

市街地の形成を図る施策を講じることにより、台東区基本構想

（平成３０年１０月２５日議決）に即した台東区都市計画マス

タープランに掲げる将来像の実現に寄与することを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 区民等 次に掲げるものをいう。 

ア 台東区内（以下「区内」という。）に住所又は勤務先を有

する者 



イ 区内の学校に在学する者 

ウ 区内に事務所又は事業所を有する者で、区内で活動する

個人又は団体 

(２) 開発事業 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

４条第１２項に規定する開発行為並びに建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第１３号に規定する建築（以下

「建築」という。）、同条第１４号に規定する大規模の修繕及

び同条第１５号に規定する大規模の模様替をいう。 

(３) 事業者 区内で開発事業を行う者をいう。 

(４) 公民連携まちづくり活動 まちの価値及び魅力の向上の

ために、区、区民等及び事業者が次条に規定する基本理念に

のっとり連携して行う公共性及び公益性のある活動をいう。 

(５) 公民連携まちづくり 公民連携まちづくり活動を通じて

行うまちづくりをいう。 

(６) 都市計画マスタープラン 都市計画法第１８条の２に規

定する市町村の都市計画に関する基本的な方針をいう。 

（基本理念） 

第３条 区、区民等及び事業者は、公民連携まちづくりにより地

域コミュニティの形成及び地域の魅力向上を図るとともに、各

地域の特色及び資源を生かしながら、地域特性に応じた土地利

用の実現及び市街地環境の向上を推進するものとする。 

２ 区、区民等及び事業者は、相互の理解、信頼及び協力を通じ

て、まちに新たな価値を創出し、持続可能なまちの構築に努め

るものとする。 

（区の責務） 



第４条 区は、区民等及び事業者の公民連携まちづくりへの参画

の機会を広げ、公民連携まちづくりについての意識を高めるこ

とに努めるとともに、公民連携まちづくり活動を積極的に推進

しなければならない。 

２ 区は、区内で行われる開発事業について、事業者に適切な指

導、助言及び支援を行わなければならない。 

３ 区は、この条例の目的を達成するため、国、東京都、他の地

方公共団体その他関係機関と連携して、必要な措置を講じ、公

民連携まちづくりに係る総合的な施策を積極的に推進するよう

努めなければならない。 

（区民等の責務） 

第５条 区民等は、公民連携まちづくりを担う一員としてその役

割を自覚し、積極的に公民連携まちづくりに取り組むよう努め

なければならない。 

２ 区民等は、都市計画マスタープランに掲げる将来像を理解し、

区及び事業者と協働して、その実現を図るよう努めなければな

らない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、公民連携まちづくりを担う一員としてその役

割を自覚し、積極的に公民連携まちづくりに取り組むよう努め

なければならない。 

２ 事業者は、開発事業を行うときは、区及び区民等と協働して、

都市計画マスタープランに掲げる将来像の実現に寄与するもの

となるよう努めなければならない。 

   第２章 多様な主体による公民連携まちづくり 



（登録まちづくり活動グループの登録等） 

第７条 公民連携まちづくり活動を行うことを目的とする区民等

の団体は、登録まちづくり活動グループとして東京都台東区長

（以下「区長」という。）の登録を受けることができる。 

２ 前項の登録を受けようとする区民等の団体は、台東区規則（以

下「規則」という。）で定めるところにより、区長に申請しなけ

ればならない。 

３ 区長は、第１項の登録の申請に係る区民等の団体が、特定の

ものの利害を図る活動又は営利活動を目的としていないことそ

の他規則で定める要件を満たすと認めるときは、同項の登録を

するものとする。 

４ 区長は、第１項の登録をしたときは、規則で定めるところに

より、当該登録まちづくり活動グループに関する事項について

公表するものとする。 

５ 第１項の登録の期間（以下「登録期間」という。）は、規則で

定める。 

６ 前各項に定めるもののほか、第１項の登録に関し必要な事項

は、規則で定める。 

（登録まちづくり活動グループの登録期間の延長） 

第８条 登録期間の満了後引き続き前条第１項の登録を受けよう

とする登録まちづくり活動グループは、規則で定めるところに

より、区長に登録期間の延長の申請をすることができる。 

２ 区長は、前項の登録期間の延長の申請に係る登録まちづくり

活動グループが、前条第３項に規定する要件を満たすと認める

ときは、登録期間の延長をするものとする。 



３ 区長は、登録期間を延長したときは、規則で定めるところに

より、当該登録まちづくり活動グループに関する事項について

公表するものとする。 

（登録まちづくり活動グループの登録内容の変更） 

第９条 登録まちづくり活動グループは、第７条第１項の登録の

内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、

区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請に係る変更の内容が、第７条第３項に規

定する要件を満たすと認めるときは、登録の内容の変更をする

ものとする。 

３ 区長は、登録の内容の変更をしたときは、規則で定めるとこ

ろにより、当該登録まちづくり活動グループに関する事項につ

いて公表するものとする。 

（登録まちづくり活動グループの登録の取消し） 

第１０条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第７

条第１項の登録を取り消すものとする。 

(１) 登録まちづくり活動グループから第７条第１項の登録の

取消しの届出があったとき。 

(２) 登録まちづくり活動グループが第７条第３項に規定する

要件を満たさなくなったとき。 

(３) 登録まちづくり活動グループが解散したとき。 

２ 区長は、前項の登録の取消しをしたときは、規則で定めると

ころにより、その旨を公表するものとする。 

（登録まちづくり活動グループの責務） 

第１１条 登録まちづくり活動グループは、その活動の対象とな



る地区における公民連携まちづくり活動を行うものと協力し、

公民連携まちづくり活動の推進に努めなければならない。 

（登録まちづくり活動グループによる報告） 

第１２条 区長は、必要があると認めるときは、登録まちづくり

活動グループに対し、その活動の内容について報告を求めるこ

とができる。 

（認定まちづくり団体の認定等） 

第１３条 次に掲げる活動により、公民連携まちづくりを推進す

ることを目的とする区民等の団体は、認定まちづくり団体とし

て区長の認定を受けることができる。 

(１) 地区まちづくり方針（認定まちづくり団体の活動の対象

となる地区（以下「活動地区」という。）の全部又は一部にお

けるまちづくりを推進するため、必要な事項を定めた区の方

針をいう。以下同じ。）の原案（以下「地区まちづくり方針原

案」という。）の提案をすること。 

(２) 地区まちづくりルール（活動地区の全部又は一部におい

て遵守されるべき事項で、区長の認定を受けたものをいう。

以下同じ。）を策定すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、公民連携まちづくりを推進

するため区長が必要と認める活動 

２ 前項の認定を受けようとする区民等の団体は、規則で定める

ところにより、区長に申請しなければならない。 

３ 区長は、第１項の認定の申請に係る区民等の団体が、次に掲

げる要件を満たすと認めるときは、同項の認定をするものとす

る。この場合において、区長は、あらかじめ東京都台東区まち



づくり審議会の意見を聴くものとする。 

(１) 活動地区の区民等又は活動地区の区民等及び公民連携ま

ちづくり活動を行うもので構成されていること。 

(２) 当該団体の活動が、活動地区の区民等の多数の支持を得

ていること。 

(３) 当該団体の活動が、特定のものの利害を図ることを目的

としていないこと。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める要件 

４ 区長は、第１項の認定をしたときは、規則で定めるところに

より、当該認定まちづくり団体に関する事項について公表する

ものとする。 

５ 第１項の認定の期間（以下「認定期間」という。）は、規則で

定める。 

６ 認定まちづくり団体は、当該活動地区において、１団体とす

る。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

７ 前各項に定めるもののほか、第１項の認定に関し必要な事項

は、規則で定める。 

（認定まちづくり団体の認定期間の延長） 

第１４条 認定期間の満了後引き続き前条第１項の認定を受けよ

うとする認定まちづくり団体は、規則で定めるところにより、

区長に認定期間の延長の申請をすることができる。 

２ 区長は、前項の認定期間の延長の申請に係る認定まちづくり

団体が、前条第３項に規定する要件を満たすと認めるときは、

認定期間の延長をするものとする。この場合において、区長は、

あらかじめ東京都台東区まちづくり審議会の意見を聴くものと



する。 

３ 区長は、認定期間を延長したときは、規則で定めるところに

より、当該認定まちづくり団体に関する事項について公表する

ものとする。 

（認定まちづくり団体の認定内容の変更） 

第１５条 認定まちづくり団体は、第１３条第１項の認定の内容

の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、区

長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請に係る変更の内容が、第１３条第３項に

規定する要件を満たすと認めるときは、認定の内容の変更をす

るものとする。この場合において、区長は、あらかじめ東京都

台東区まちづくり審議会の意見を聴くものとする。 

３ 区長は、認定の内容の変更をしたときは、規則で定めるとこ

ろにより、当該認定まちづくり団体に関する事項について公表

するものとする。 

（認定まちづくり団体の認定の取消し） 

第１６条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１

３条第１項の認定を取り消すものとする。 

(１) 認定まちづくり団体から第１３条第１項の認定の取消し

の届出があったとき。 

(２) 認定まちづくり団体が第１３条第３項に規定する要件を

満たさなくなったとき。 

(３) 認定まちづくり団体が解散したとき。 

２ 区長は、前項第２号の規定により認定まちづくり団体の認定

を取り消すときは、あらかじめ東京都台東区まちづくり審議会



の意見を聴くものとする。 

３ 区長は、認定の取消しをしたときは、規則で定めるところに

より、その旨を公表するものとする。 

（認定まちづくり団体の責務） 

第１７条 認定まちづくり団体は、活動地区において公民連携ま

ちづくり活動を行うものと協力し、公民連携まちづくり活動の

推進に努めなければならない。 

（認定まちづくり団体による報告） 

第１８条 区長は、必要があると認めるときは、認定まちづくり

団体に対し、その活動の内容について報告を求めることができ

る。 

（地区まちづくり方針原案の提案） 

第１９条 認定まちづくり団体は、地区まちづくり方針原案を作

成し、規則で定めるところにより、区長に提案することができ

る。 

２ 認定まちづくり団体は、地区まちづくり方針原案を区長に提

案するときは、あらかじめ活動地区内の区民等にその内容を周

知し、理解を得るよう努めなければならない。 

（地区まちづくり方針の策定） 

第２０条 区長は、前条の規定により地区まちづくり方針原案の

提案を受けたときは、東京都台東区まちづくり審議会の意見を

聴き、当該地区まちづくり方針原案が次に掲げる要件を満たす

かどうか審査するものとする。 

(１) 地区まちづくり方針の対象となる地区の区民等が主体的

に行うことができるまちづくりの方針であること。 



(２) この条例の目的及び第３条に規定する基本理念に即する

内容であること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める要件 

２ 区長は、前項の審査の結果、地区まちづくり方針の策定の可

否を決定したときは、地区まちづくり方針の策定の可否、その

理由その他規則で定める事項を、規則で定めるところにより、

公表するものとする。 

３ 区長は、地区まちづくり方針原案をもとに、地区まちづくり

方針の案を作成したときは、規則で定めるところにより、区民

等に意見を聴くものとする。 

４ 区長は、地区まちづくり方針の案について、前項の意見を添

えて、東京都台東区まちづくり審議会に意見を聴き、地区まち

づくり方針を策定するものとする。 

５ 区長は、前項の規定により地区まちづくり方針を策定したと

きは、当該地区まちづくり方針を公表するものとする。 

（地区まちづくり方針の変更） 

第２１条 区長は、地区まちづくり方針の対象となる地区の状況

等により必要と認めるときは、地区まちづくり方針を変更する

ことができる。 

２ 認定まちづくり団体は、地区まちづくり方針の対象となる地

区の状況等により必要と認めるときは、新たな地区まちづくり

方針原案を、規則で定めるところにより、区長に提案すること

ができる。この場合において、認定まちづくり団体は、あらか

じめ活動地区内の区民等にその内容を周知し、理解を得るよう

努めなければならない。 



３ 区長は、第１項の地区まちづくり方針の変更を行うときは、

地区まちづくり方針の変更案（以下「変更案」という。）を作成

するものとする。 

４ 区長は、変更案を作成したときは、当該変更案を公表し、当

該地区まちづくり方針の対象となる地区の認定まちづくり団体

及び区民等から意見を聴くものとする。 

５ 区長は、変更案について、前項の意見を添えて、東京都台東

区まちづくり審議会に意見を聴き、地区まちづくり方針の変更

を行うものとする。 

６ 区長は、地区まちづくり方針を変更したときは、当該地区ま

ちづくり方針の変更の内容を公表するものとする。 

（地区まちづくりルールの認定） 

第２２条 認定まちづくり団体は、地区まちづくりルールの案を

作成し、規則で定めるところにより、地区まちづくりルールと

して認定するよう区長に申請することができる。 

２ 認定まちづくり団体は、地区まちづくりルールの認定につい

て区長に申請するときは、あらかじめ当該地区まちづくりルー

ルの対象となる地区内の区民等にその内容を周知し、理解を得

るよう努めなければならない。 

３ 区長は、第１項の認定の申請に係る地区まちづくりルールの

案が、この条例の目的及び第３条に規定する基本理念に即する

内容であることその他規則で定める要件を満たすと認めるとき

は、地区まちづくりルールとして認定するものとする。この場

合において、区長は、あらかじめ東京都台東区まちづくり審議

会の意見を聴くものとする。 



４ 区長は、前項の認定をしたときは当該地区まちづくりルール

を、認定しないときはその理由を、規則で定めるところにより、

公表するものとする。 

５ 区長は、地区まちづくりルールのうち、地区計画（都市計画

法第１２条の４第１項第１号に規定する地区計画をいう。以下

同じ。）に定めることが適切である事項については、地区計画の

案に反映するよう努めるものとする。 

（地区まちづくりルールの遵守等） 

第２３条 認定まちづくり団体は、地区まちづくりルールが遵守

されるよう適切な措置を講じなければならない。 

２ 認定まちづくり団体は、規則で定めるところにより、地区ま

ちづくりルールの運用状況等について、区長へ報告しなければ

ならない。 

（地区まちづくりルールに対する事業者の責務） 

第２４条 事業者は、地区まちづくりルールの対象となる地区で

開発事業を行うときは、当該地区まちづくりルールを尊重しな

ければならない。 

（認定まちづくり団体との協議） 

第２５条 事業者は、地区まちづくりルールのうち建築その他規

則で定める行為に係る事項（以下「協議対象事項」という。）に

ついて、認定まちづくり団体と協議を行わなければならない。

ただし、協議対象事項が、次の各号に掲げる行為に係るもので

ある場合は、この限りでない。 

(１) 通常の管理行為又は軽易な行為と認められる行為 

(２) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 



２ 事業者は、前項の協議の結果について、規則で定めるところ

により、区長に届け出なければならない。 

３ 区長は、第１項の協議に関して必要があると認めるときは、

事業者に対し、指導、助言等を行うことができる。 

（地区まちづくりルールの変更） 

第２６条 認定まちづくり団体は、地区まちづくりルールの変更

をしようとするときは、規則で定めるところにより、区長に申

請しなければならない。この場合において、認定まちづくり団

体は、あらかじめ地区まちづくりルールの対象となる地区内の

区民等にその内容を周知し、理解を得るよう努めなければなら

ない。 

２ 区長は、前項に規定する申請があったときは、東京都台東区

まちづくり審議会の意見を聴き、地区まちづくりルールの変更

の認定の可否を決定するものとする。 

３ 区長は、地区まちづくりルールの変更を認定したときは当該

地区まちづくりルールを、認定しないときはその理由を、規則

で定めるところにより、公表するものとする。 

（地区まちづくりルールの認定の取消し） 

第２７条 認定まちづくり団体は、規則で定めるところにより、

地区まちづくりルールの認定の取消しを区長に届け出ることが

できる。 

２ 認定まちづくり団体は、地区まちづくりルールの認定の取消

しを届け出るときは、あらかじめ地区まちづくりルールの対象

となる地区内の区民等にその内容を周知し、理解を得るよう努

めなければならない。 



３ 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第２２条第

３項の認定を取り消すものとする。 

(１) 認定まちづくり団体から第１項の届出があったとき。 

(２) 地区まちづくりルールが第２２条第３項に規定する要件

を満たさなくなったとき。 

(３) 認定まちづくり団体の認定を取り消したとき。 

４ 区長は、前項第２号の規定により地区まちづくりルールの認

定を取り消すときは、あらかじめ東京都台東区まちづくり審議

会の意見を聴くものとする。 

５ 区長は、地区まちづくりルールの認定を取り消したときは、

規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。 

   第３章 公民連携まちづくり活動の推進  

第２８条 区は、公民連携まちづくり活動を推進するため、次に

掲げる取組を行うものとする。 

(１) 区民等及び事業者に対する公民連携まちづくり活動に関

する知識の普及 

(２) 公民連携まちづくり活動の担い手の育成 

(３) 区民等及び事業者に対する公民連携まちづくり活動を推

進するために必要な情報の提供 

(４) 登録まちづくり活動グループ及び認定まちづくり団体が、

公民連携まちづくり活動等を行うために必要な相談員又は専

門家の派遣 

(５) 登録まちづくり活動グループ及び認定まちづくり団体に

対する活動の場及び相互の交流の機会の提供 

(６) 認定まちづくり団体の運営に必要な経費等に対する補助 



(７) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的の実現に資

する取組 

２ 区は、前項の取組を適切に行うため、必要な体制を整備する

ものとする。 

   第４章 適切な土地利用の実現 

（建築構想に対する確認） 

第２９条 事業者は、次の各号に掲げる用途地域（都市計画法第

８条第１項第１号に規定する用途地域をいう。以下同じ。）に応

じ、当該各号に定める敷地面積及び延べ面積以上の建築物の建

築を目的とする土地の売買（土地に関する所有権、地上権又は

賃借権の移転又は設定をする契約の締結をいう。以下同じ。）又

は土地利用の変更（建替えを含む。以下同じ。）を行うときは、

規則で定めるところにより、建築物の建築に係る構想（以下「建

築構想」という。）を区長に届け出なければならない。ただし、

当該届出に係る建築が次条に規定する都市開発諸制度の適用を

受けるものであるときは、この限りでない。 

(１) 近隣商業地域、商業地域又は準工業地域 敷地面積１,

０００平方メートル以上かつ延べ面積５,０００平方メート

ル以上 

(２) 前号以外の用途地域 敷地面積５００平方メートル以上

かつ延べ面積１,０００平方メートル以上 

２ 前項の届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定

めるときまでに行わなければならない。 

(１) 土地の売買の場合 土地の売買を行う前であって建築構

想の変更が可能なとき。 



(２) 土地利用の変更の場合 土地利用の変更を行う前であっ

て建築構想の変更が可能なとき。 

３ 区長は、第１項の届出があったときは、当該届出に係る建築

構想について、規則で定める事項を公表するものとする。 

４ 区民等は、前項の規定により公表された事項について、区長

に対し意見を提出することができる。 

５ 区長は、第１項の届出が活動地区に係るものであるときは、

当該認定まちづくり団体の意見を聴くものとする。 

６ 区長は、建築構想について、必要があると認めるときは、前

２項の意見を添えて、東京都台東区まちづくり審議会の意見を

聴くことができる。 

７ 区長は、前３項の意見を踏まえ、当該建築構想が都市計画マ

スタープラン、地区まちづくり方針、地区まちづくりルールそ

の他のまちづくりの方針（以下「区のまちづくりの方針」とい

う。）に適合しているかどうか確認するものとする。 

８ 区長は、前項の確認により、当該建築構想が区のまちづくり

の方針に適合していないと認めるときは、事業者に対して指導

及び助言を行うものとする。 

（建築計画に対する協議） 

第３０条 事業者は、都市計画法第８条第１項第３号に規定する

高度利用地区、同項第４号に規定する特定街区及び同法第１２

条の５第３項に規定する再開発等促進区を定める地区計画並び

に建築基準法第５９条の２第１項に規定する敷地内に広い空地

を有する建築物の容積率等の特例（以下これらを「都市開発諸

制度」という。）の適用を受ける建築物の建築を行うときは、当



該建築に係る計画（以下「建築計画」という。）の変更が可能な

ときまでに、規則で定めるところにより、建築計画を区長に届

け出なければならない。 

２ 区長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る建築計

画について、規則で定める事項を公表するものとする。 

３ 区民等は、前項の規定により公表された事項について、区長

に対し意見を提出することができる。 

４ 区長は、第１項の届出が活動地区に係るものであるときは、

当該認定まちづくり団体の意見を聴くものとする。 

５ 区長は、建築計画について、前２項の意見を添えて、東京都

台東区まちづくり審議会の意見を聴くものとする。 

６ 区長は、前３項の意見を踏まえ、当該建築計画の区のまちづ

くりの方針に資する公共的な貢献及び都市開発諸制度の適用を

受けることにより緩和されることとなる容積のうち一定の容積

を充当する部分の用途の内容について、規則で定めるところに

より、事業者と協議するものとする。 

７ 区長は、前項の協議の結果について公表するものとする。 

（建築構想及び建築計画の変更又は中止） 

第３１条 事業者は、建築構想又は建築計画を変更し、又は中止

するときは、規則で定めるところにより、速やかに区長に届け

出なければならない。 

２ 区長は、前項の変更の届出があったときは、前２条の例によ

り処理するものとする。ただし、変更の内容が軽微なものにつ

いては、この限りでない。 

３ 区長は、第１項の中止の届出があったときは、規則で定める



事項を公表するものとする。 

（建築構想及び建築計画に対する確認又は協議の通知等） 

第３２条 区長は、第２９条第７項の規定による確認又は第３０

条第６項の規定による協議が終了したときは、規則で定めると

ころにより、当該届出を行った事業者に通知するものとする。 

２ 東京都台東区集合住宅及び大規模建築物の建築及び管理に関

する条例（平成１７年３月台東区条例第３号）第６条の規定に

よる建築計画の届出及び協議を行おうとする事業者は、前項の

規定による通知を受けた後（都市開発諸制度の適用を受ける建

築物については、当該建築物に係る第３０条第６項の規定によ

る協議が終了し、前項の規定による通知を受けた後）でなけれ

ば、当該届出及び協議を行うことができない。 

（適用除外） 

第３３条 次に掲げる建築については、この章の規定は適用しな

い。 

(１) 非常災害のため必要な応急措置として行う建築 

(２) 建築基準法第８５条第６項の規定による仮設建築物の建

築 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める建築 

   第５章 東京都台東区まちづくり審議会  

第３４条 公民連携まちづくりを適切に推進するため、区長の附

属機関として、東京都台東区まちづくり審議会（以下「審議会」

という。）を設置する。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調

査審議し、区長に意見を述べるものとする。 



(１) この条例により定められた事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、公民連携まちづくりについて

の基本的な事項 

３ 審議会は、区長が委嘱する１０人以内の委員で組織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前２項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必

要な事項は、規則で定める。 

   第６章 雑 則 

（勧告及び公表） 

第３５条 区長は、第２５条第１項若しくは第２項、第２９条第

１項又は第３０条第１項若しくは第６項の規定に従わない事業

者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告すること

ができる。 

２ 区長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理

由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、

その旨を公表することができる。 

（委 任） 

第３６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し

必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 付則第４項の規定 公布の日 



(２) 第４章の規定 令和８年１０月１日 

（東京都台東区定住基金条例の廃止） 

２ 東京都台東区定住基金条例（平成２年６月台東区条例第１２

号）は、廃止する。 

（東京都台東区定住まちづくりに関する基本条例の廃止） 

３ 東京都台東区定住まちづくりに関する基本条例（平成３年６

月台東区条例第１６号）は、廃止する。 

（準備行為） 

４ 第３４条の規定による審議会の設置に関し必要な行為は、こ

の条例の施行の日前においても、同条の規定の例により行うこ

とができる。 


